
様式２（表面）

2022.5.1改正関係法令適用分 記入年月日： 年 月 日

～

□ 非居住者 （ □ □ □ ）

（ ）

□ □ 本学で雇用・雇用予定 ） □ 雇用の予定はない

□ □ 学部編入学 □ 大学院 □ 研究生

□ □ 特別聴講学生（学部） □ 特別聴講学生（大学院） □ 短期研修生

□ 相手の所属・職位等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

以下は申請者は記入不要

上記の事前確認内容を確認し、以下のとおり判定いたします。

□ 取引可 □ 取引審査票の作成を要する

（備考）

該当する事項にチェックを入れ（■・✓）、必要事項を記入した上で、事前確認チェックを行ってください。

出身国・地域

（国籍）

受入予定期間

受入予定者
の所属先

受入予定者
の氏名

提供予定の
技術の内容

(概要）

受付番号

(フリガナ）
所属・職名

安全保障輸出管理　事前確認シート【外国人研究者・留学生・訪問者等の受入用】

氏　名 

内線
E-mail

申
請
者

印

（電子申請時省略可）

いいえ

受入予定者の所属先（留学生である場合の出身大学・学科・研究室等を含む。）が、ＨＰ等の公表情報及び入手した
情報から、大量破壊兵器等（核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機をいう。以下同じ。）若しくは通常兵
器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等（開発、製造、使用又は所蔵をいう。以下同
じ。）に関与している、又は過去関与していた疑いがある。

受入予定者が留学生の場合において、その留学費用につき、出身国政府の国費又は出身国の機関・組織（民間企
業・組織を含む）による財政的支援を受けている、又は受ける予定がある。

受入予定者が留学生の場合において、その者が将来出身国に帰国し、軍事関連部門や軍需企業に就職する予定が
ある、又は就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。

　　　年　　　月　　　日

はい

確認欄

上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合、本欄にその理由を記入してください。

担当部署課長事務局長

安全保障輸出管理責任者確認欄（該当のものにチェックを入れる）　　　

はい

受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。

その他、受入予定者について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。（「はい」の場合下欄記載）

いいえ

はい いいえ

※1：経産省HPの「外国ユーザーリスト」（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list）を参照して下さい。

印

(電子申請時省略可)

印

(電子申請時省略可)

　　　年　　　月　　　日

助言・コメント等

※2：e-Gov(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324CO0000000378)を参照して下さい。

※2：担当部署／A：当該部署および研究支援・社会連携センター、B：入試課、C：グローバル教育センター、D：当該部署。

B.留学生

C.短期留学生

該当性の根拠

いいえ

　〔相手先に関する懸念情報〕　

受入予定者の所属先が、外国ユーザーリスト（※1）に掲載されている。

受入予定者の出身国・地域が、懸念国（イラン、イラク、北朝鮮）又は国連武器禁輸国・地域（アフガニスタン、中央ア
フリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、南スーダン）である。※2

はい いいえ

はい

－－－－－※上記の必要事項記入後は、裏面のフローチャートに従って事前確認チェックを行ってください　－－－－－

受入予定者の
本学での身分

等

※2

いいえ

D.訪問者

A.研究者・教員

付添者も対象とし、付添者の経歴書を
添付のこと。

はい

いいえ

はい

特定類型該当者 類型① 類型③
※類型③の該当性は申請者で確認不要
（経産省から大学への通知を想定）類型該当性

※1

※1：「特定類型該当者」とは、居住者であって、外国政府等との結びつきが強いと想定される者をいいます。具体的には、類型①：外国の機関と雇用関係がある　類型②：外国政府等か
ら奨学金等を受入れている　 類型③：外国政府等から何らかの命令を受けている　者などです。非居住者の場合は、居住者となった時の該当性について判断しています。特定類型該当
者がいる場合には、研究支援・社会連携センターへご連絡ください。なお、非居住者は主に日本入国後6カ月未満の外国人などです。居住者か非居住者かについて詳しくは「外国為替法
令の解釈及び運用について（昭和55年蔵国第4672号）」で定めがあります。

※類型該当性の根拠を記入

（職名等：

類型②
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□

□

Ｂ）※該当項目に全てチェックしてください。

① □ 公知の技術の提供である。（※注１）

② □ 基礎科学分野の研究活動における技術提供である。（※注２）

①又は②に該当する場合は、根拠等を下欄に記入してください。

③ □ 本学での雇用を予定しており、雇用前に技術提供を行わない。　⇒ D）へ進んでください

□

□

Ｃ）＜提供する技術の該非判定（※注３）を行ってください。＞

1) □ 非該当又は対象外が明らかな場合には、理由を下欄に記入してください。（この場合には該非判定書の作成は不要）

2) □

＊貨物・技術のマトリクス表は下記アドレス（経済産業省ホームページ）を参照してください。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

（非該当又は対象外が明らかな場合の理由記入欄）

（※注３）該非判定・・・

□ □

□
□

□

□

□ □

※注５：提出は不要（ただし、稟議処理等で安全保障輸出管理の確認を行い明らかに受入可能と判断した理由を明記する等記録を残してください）。

当該貨物又は技術が、輸出貿易管理令別表第１/貨物等省令、もしくは外国為替令別表/貨物等省令
のいずれの項番・条項号に該当するか否かを判定する作業。

次に貨物の判定を基にして技術の該非判定を、技術のマトリクス表で行い、該非判定書（様式任意）を作成してください。

※表１：輸出貿易管理令別表第３に掲げる地域（輸出管理が適正に行われていると認められる国／旧呼称：ホワイト国）

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、
大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

【例】

（※注１）公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引の例
◆新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技
術の提供◆学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供◆あらかじめ
設定された見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提供◆ソースコードが公
開されているプログラムの提供

CaCO3の粒度分布の解析データ(Excel)（非該当）　　　光学顕微鏡（カメラ付）によるマウス組織切片の観察（非該当）

事前確認シート（様式２：裏面）

（※注２）基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引
自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動で、特定の製品の設計又は製造を目的としない
ものです。工学系の場合はほとんどの研究が応用研究・開発につながる可能性があるため、外為法上の基礎科学分野の研
究活動に該当する場合は非常に少ないと思われます。「大学の研究」＝「基礎科学分野の研究活動」ではないことに注意して
ください。疑義等がある場合は、輸出管理事務局に相談してください。疑義等がある場合は、研究支援・社会連携センターにご
相談ください。内容により経産省に問い合わせをします。

技術提供に係わる貨物の該非判定を、貨物のマトリクス表で行い、該非判定書（様式任意）を作成してください。

Siウエハ基板でのLB膜の作成研究（Si、LB膜とも非該当）　　フラーレン（FR)の分散状態の研究（FRは対象外）

（①又は②の根
拠等記入欄）

以下のフロー図に従って□にチェック（■・✓）を入れてください。不明な点は研究支援・社会連携センターまでご相談ください。

安全保障輸出管理（外国人研究者・留学生・訪問者等の受入）に関するフローチャート

受入可

Ｅ）事前確認シート（表面）の〔相手先に関する懸念情報〕に
「はい」が一つもない

いいえ

はい

疑義あり
「様式３キャッチオール規制チェッ
クシート」を作成してください。

外国人研究者・教
員、 留学生・研究
生、訪問者等を受
入れる

①②のいずれかに（又は
いずれにも）該当する

①～③の
いずれにも
該当しない

はい

いいえ

該当 非該当（適用項番なしを含む）

Ａ） ①日本で雇用関係を既に結び、日本で勤務している人である。

②受入研究室等が人文社会科学系の非実験系研究室である。
③学部の留学生である。

事前確認シート（表面）を作成して所属事務部署へ提

出してください。「該非判定書（様式任意）」又は「様式３

キャッチオール規制チェックシート」（もしくはそのいず

れも）を作成した場合は同時に添付して提出してくださ

い（未作成の場合は添付不要）。

Ｄ）相手先は輸出貿易管理令別表第３に掲げる地域（※表１）である。

Ｓ
T
A
R
T

事前確認シート（表面）に「該非
判定書（様式任意）」を添付して
所属事務部署へ提出してください。

疑義なし

事前確認シートに「様式
３キャッチオール規制
チェックシート」を添付

（「該非判定書（様式任
意）」がある場合は同時

に添付）して所属事務部
署へ提出してください。

本用紙（様
式2）の提
出は不要
（ただし、安
全保障輸出
管理上の
チェックをし
たことを記録
として残すこ
と） ※注４

①②③のいずれにも該当しない

①②③のいずれかに
（又はいずれにも）該当する

「取引審査票」の作成
輸出管理統括責任者

（事務局長）の承認
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